
　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項」の規定に基づ

備　　　　考

愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号

随意契約による
こととした理由

(地方自治法施行令第167条の2第1項2号)
　既設膜ろ過装置の構造や制御について熟知している必要があり、本工事
を安全かつ確実に施工できるのは上記業者以外にない。

令和　３年　５月３１日

令和３年度　下野尻浄水場他膜ろ過装置シーケンサ更新工事

　き公表するものです。

契約締結年月日

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

契約金額 ￥８，２５０，０００－

※この報告書は、本町の発注する250万円以上の建設工事のうち随意契約によるものについて、

メタウォーターサービス(株)
事業推進本部　中日本営業部
部長　吉本　二郎

随意契約締結報告書

（報告年月日：令和　３年　５月３１日）

主任　西山　哲史

環境整備課　上下水道班
担当部署及び担当者

契約工事名称


